
■水難事故の発生状況

　例年、県内の水難事故は、夏期の海や河川でのレ

ジャー中に集中して発生しています。

　平成30年中は、47人の方が水難

し、救助等されましたが、そのうち約

半数の22人の方が亡くなっています。

　
■水難事故防止のポイント

❶気象情報を確認する
　悪天候が予想される場合は、中止や延期を検討

しましょう。

❷健康管理に注意する
　飲酒したときや体調が悪いときは、海や川に入ら

ないようにしましょう。

❸遊泳時の安全を確保する
　危険区域や遊泳禁止区域には、立ち入らないよ

うにしましょう。

❹保護者が付き添う
　子どもに水遊びさせるときは、保護者が付き添

い、目を離さないようにしましょう。

❺ライフジャケットを着用する
　遊泳や釣りなど行うときは、体のサイズに合った

ライフジャケットを正しく着用しましょう。

■山岳遭難の発生状況

　福岡県では、年間30件以上の山岳遭難が発生し、

40人以上もの方が救助等されています。

　中には、亡くなった方もおられます。

　平成30年中は、『道迷い』によっ

て遭難した方が32人と、全体の約

7割を占めています。

　
■山岳遭難防止のポイント

❶無理のない登山計画を立てる
　自分の体力、技術、経験に応じた登山計画を立

てましょう。

❷登山計画書を作成・提出する
　登山計画を家族等に伝えましょう。

　また、山を管轄する警察署、交番、警察本部地

域課等に登山計画書を提出しましょう。

❸装備品・携行品を確認する
　食品・飲料水、携帯電話機、雨具・防寒具、懐

中電灯等を携行しましょう。

❹情報収集する
　最新の気象情報、山の地形や登山ルートの情報

を収集しましょう。

❺道に迷ったら通報して救助を待つ
　道に迷ったら無理に下山せず、警察に通報して救

助を待ちましょう。

お問い合わせ先

福岡県警察 地域部地域課

TEL 092-641-4141
※登山計画書の様式もダウンロードできます。

危機管理
情報室

　夏休みが目前となり、旅行やレジャーの計画
を立てている方も多いのではないでしょうか。
　事前の準備をしっかり行い、楽しい思い出を
作りましょう。

夏期における
水難事故・山岳遭難の防止
～事前の準備で大きな事故を防ぎましょう～

■ 山岳遭難の防止
https://www.police.pref.fukuoka.jp/
tiiki/tiiki/jyuten/sangakusounan2.html

■ 地域警察から県民の皆様へ
https://www.police.pref.fukuoka.jp/
tiiki/areapolice.html
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内であること（海外旅行の場合は、滞在期間が4泊5日
であることとされるため、機内泊はカウントされませ
ん。）、②参加する従業員の数が全従業員数の50％以上で
あること（工場や各支店ごとに社員旅行を実施する場合
はその工場や支店ごとの従業員内で50％以上であるこ
と）が必要です。（昭和63年5月25日直法6-9外）
　社会通念上一般的に行われている程度というのが、い
くらなのかということについて、明確な規定はありません
が、一般的には概ね一人当たり10万円程度と言う意見も
あるようです。しかし、実際の裁決事例や裁判例では、
海外への旅行費用18万円が、社会通念上一般的に行わ
れている程度と認められた事例（平成3年7月18日裁決）
や、国内の19万円の旅行費用を社会通念上一般的に行
われている程度を超えるとした事例（平成10年6月30日
裁決）もあります。
　このように、負担額について明確な基準はないため、
一人当たり10万円を超える場合については、慎重に判断
することが重要です。

3．ご質問のケースでは
　全従業員の70％程度の参加が見込まれているので、②
の要件を満たしています。社会通念上相当と認められる
程度であり、機内泊を除いて4泊5日以内である場合に
は、福利厚生費として計上できるものと考えられます。
　その他、社員旅行の経費計上について、不参加の社
員に金銭を支給した場合には、その社員旅行全体につい
て、所得税の課税対象とされてしまう可能性があります
ので注意が必要です。

　このように社員旅行に関しては、明確な基準がなく、
事前に検討・確認することが必要な場合がありますの
で、その場合は早めに税理士にご相談ください。

　当社は設立20周年を迎えるにあたり、
20周年記念として全従業員を対象とした
慰安旅行（海外）を行いたいのですが、そ

の費用は全額福利厚生費にあたるのでしょうか。なお、
現時点で全従業員の70％程度の参加が見込まれてい
ます。
　

1．使用者が負担するレクリエーションの
　　費用
　使用者が役員又は従業員のレクリエー

ションのために社会通念上一般的に行われていると認め
られる会食、旅行、運動会等の行事の費用を負担する
ことにより、これらの行事に参加した役員又は従業員が
受ける経済的利益については、使用者が、その行事に
参加しなかった役員又は従業員（使用者の業務の必要に
基づき参加できなかった者を除く。）に対しその参加に代
えて金銭を支給する場合又は役員だけを対象としてその
行事の費用を負担する場合を除き、その役員又は従業
員に対する給与として課税せず、福利厚生費等として経
費処理することができます。
　しかし、「社会通念上一般的に行われている。」との判
断の税法上の明確な基準はないので、どこまでの内容が
福利厚生費かの判断について迷う場合があろうかと思い
ます。
　例えば、本問の会社の役員、従業員が、全員家族で
構成されている場合には、旅行の内容等によっては、通
常の家族旅行と同様であると判断されれば、福利厚生費
ではなく、役員賞与、従業員賞与として取り扱う必要が
あります。

2．海外慰安旅行費用の取扱い
　ご質問のような慰安旅行については、次のように考え
られています。旅行の内容が社会通念上一般的に行われ
ている程度のものであり、①旅行の行程が、4泊5日以
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